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一時払保険料

課税対象

解約返戻金額
年金支払基準額
（死亡一時金の
最低保証額）に

かかわる部分の割合

基本年金額
にかかわる
部分の割合

解約返戻金額に
かかわる必要経費

【イメージ図】 

一時所得の課税対象額の計算例（年金支払開始日以後に解約した場合）

●前提条件
ご参考

●被保険者の性別：男性
●被保険者の契約年齢：59歳
（年金支払開始時の年齢：60歳）
●積立金額：1,000万円
●解約控除率：5％（第1回目の年金支払後に解約）

①一時払保険料：1,000万円
②年金支払開始時の年金支払基準額：1,000万円
③第1回目の年金額：10万円（基本年金額の部分のみ）
④60歳男性の所得税法上の余命年数：19年
⑤解約返戻金額：950万円（1,000万円－1,000万円×5％）

※一部解約および他に一時所得の収入金額がないものとします。

一時所得の課税対象額の例（年金支払開始日以後に解約した場合）

●前提条件
ご参考

●被保険者の契約年齢：59歳（年金支払開始時の年齢：60歳）●一時払保険料：1,000万円

※一部解約および他に一時所得の収入金額がないものとします。

●必要経費の計算例

必要経費

＝①一時払保険料　× 

②年金支払開始時の年金支払基準額

× ＋③年金支払開始時に
支払いを受ける基本年金額

②年金支払開始時の
年金支払基準額

④年金支払開始時の
所得税法上の余命年数

（注）

＝　1,000万円×0.84（注）

＝　840万円
（注）小数点第3位以下切り捨て、第2位まで算出

＝　1,000万円　× 

1,000万円

× ＋10万円 1,000万円19年

（注）

●一時所得の課税対象額の計算例
一時所得の課税対象額＝｛ ⑤解約返戻金－ 必要経費－ 特別控除（50万円）｝×

　　　　　　　　　　 ＝（　950万円　－ 840万円－ 　　　50万円　　 ）×

　　　　　　　　　　 ＝ 30万円

1
2
1
2

課税対象額 被保険者が男性の場合
被保険者が女性の場合

解約返戻金額の例
850万円

0円
900万円
5万円 30万円 55万円 80万円
20万円 45万円 70万円 95万円

950万円 1,000万円 1,050万円

0円

■ 必要経費について
　　●この保険を年金支払開始日以後に解約した場合の解約返戻金額にかかわる必要経費は、一時払保険料と
　　同額ではなく、一時払保険料が年金支払基準額（死亡一時金の最低保証額）にかかわる部分と基本年金額に
　　かかわる部分に分けられるという考え方に基づいて、つぎの算式で計算されます。

＊小数点第3位以下切り捨て、第2位まで算出
※一部解約がなかった場合

■ 一時所得について
　　●一時所得の課税対象額＊1は、つぎの算式で計算されます。

2
1一時所得の課税対象額 ＝｛ 解約返戻金額 － 必要経費＊2 － 特別控除（50万円）｝×

＊1  他の一時所得と合算して年間50万円までは特別控除により非課税扱になります。 
　　 50万円を超える部分についてはその2分の1の金額が他の所得と合算して総合課税されます。
＊2  必要経費とは、収入を得るためにかかった経費のことをいいます。

■ 解約返戻金額について
　　●解約返戻金額は、解約計算基準日の積立金額から解約控除を差し引いた金額になります。
　 　ただし、ご契約日からの経過年数が5年を超えて解約した場合、解約控除はありません。

上記の算式の通り、この保険を年金支払開始日以後に解約した場合の解約返戻金額にかかわる必要経費は、
一時払保険料に年金支払基準額（死亡一時金の最低保証額）にかかわる部分の割合を乗じた金額になり、
一時払保険料を下回ります。
そのため、解約返戻金額が一時払保険料を下回っている場合でも、一時所得として所得税・住民税の課税対象になる
ことがあります。

【　　　　　　　のイメージ図】 

●この保険は、解約返戻金額が一時払保険料を下回っている場合でも、一時所得として
　所得税・住民税の課税対象になることがあります。

ご注意

【ご参考】年金支払開始日以後の解約について（税務上のお取り扱いの注意点）
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▲▲ ▲ ▲
余命年数経過時

▲▲▲▲▲▲▲▲
年金支払開始日

（▲…年金支払日）

基本年金額
（年金支払基準額の1％）

一
時
払
保
険
料

A B C

＊

× ＋年金支払開始時に
支払いを受ける基本年金額

年金支払開始時の
所得税法上の余命年数

年金支払開始時の
年金支払基準額

必要経費 ＝ 一時払保険料 ×

年金支払開始時の年金支払基準額A

B C A

税務上のお取り扱いについては、平成22年2月現在の内容であり、今後変更される可能性があります。
個別の税務等の詳細については税務署や税理士等、専門家にご確認ください。

また、詳細については「ご契約のしおり/約款」をご覧ください。
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下記データは、主要指標の過去のデータを使用して作成したもので、　この保険の特別勘定の運用実績を示すものではありません｡
表示されたデータの確実性を保証するものではなく、また将来におい　て同様の数値を示すことを保証または示唆するものではありません｡

モデルポートフォリオの資産配分比率

■主要指標（インデックス）
　●日本株式：TOPIX配当込み指数（1989年以降は配当込み指数を使用。
　　1988年以前は、1989年1月から2004年3月までのTOPIX配当込み指数と配当除指数の
　　平均成長率の比をもとに、1988年以前の配当除指数からマニュライフ生命にて算出）
　●外国株式（ヘッジあり）：MSCIコクサイインデックス（税引き前配当込み、円ヘッジ・円ベース）
　●日本債券：NOMURA-BPI総合指数
　●外国債券（ヘッジなし）：シティグループ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）
　●外国債券（ヘッジあり）：シティグループ世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）
■主要指標データ出所
　東京証券取引所、野村證券株式会社、MSCI Inc.、シティグループ・グローバル・マーケッツ・インク

データ期間：1987年12月末～2009年9月末
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ご参考1

主要指標の推移と分散投資効果【諸費用控除前】ご参考2

ご参考2 について
●　　　　のモデルポートフォリオの推移を使用し、一時払保険料を100としてこの保険の商品性にもとづき最長21年間、
　最短1年間の1年単位（ご契約日から各運用期間経過後の契約応当日まで）で運用したと仮定した場合の増加年金額の
　該当データ数と年金額（基本年金額+増加年金額）および年金の累計額を図表化したものです。
　ただし、この保険では、ご契約日からご契約日を含めて8日目末から運用が開始されますが､その考慮はしていません。
●データ期間のなかで、1ヵ月ずつずらして1年単位で取りきれる最長の運用期間を設定し、各運用期間で試算しています。
●各運用期間を通じて、年率3.43％の諸費用がかかると仮定し、それらを控除して試算しています。
　なお、取引にかかる税金は考慮していません。
●増加年金額と年金額および年金の累計額は、小数点第3位以下を四捨五入、第2位まで算出しています。

ご参考3
ご参考2

について

データ期間中、各月末から運用を開始し、1年単位でできるだけ長い期間保有した
場合の増加年金額の該当データ数と年金額および年金の累計額【諸費用控除後】

ご参考3

データ期間：1987年12月末～2009年9月末

【ご参考】過去の主要指標（インデックス）を使用したシミュレーション

外国債券
（ヘッジなし）

15％

外国債券
（ヘッジあり）

50％
日本債券
15％

日本株式　5％

外国株式
（ヘッジあり）

15％

09.9（年月）

日本株式

日本債券

外国債券
（ヘッジあり）

外国債券
（ヘッジなし）

外国株式
（ヘッジあり）
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87年12月末　～　88年9月末

88年10月末　～　89年9月末

89年10月末　～　90年9月末

90年10月末　～　91年9月末

91年10月末　～　92年9月末

92年10月末　～　93年9月末

93年10月末　～　94年9月末

94年10月末　～　95年9月末

95年10月末　～　96年9月末

96年10月末　～　97年9月末

97年10月末　～　98年9月末

98年10月末　～　99年9月末

99年10月末　～　00年9月末

00年10月末　～　01年9月末

01年10月末　～　02年9月末

02年10月末　～　03年9月末

03年10月末　～　04年9月末

04年10月末　～　05年9月末

05年10月末　～　06年9月末

06年10月末　～　07年9月末

07年10月末　～　08年9月末
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2.09

88/210

95/240

86/228

77/216

65/204

53/192

47/180

43/168

31/156

19/144

7/132

0/120

1/108

15/96

33/84

32/72

22/60

10/48

5/36

0/24

0/12

729/2,730

運用
期間

運用開始

全体平均

①
増加年金額
（平均）

②
基本年金額

①＋②
年金額
（平均）

増加年金額の
該当データ数/
全データ数

モデルポートフォリオ
（主要指標の複合ベンチマーク）

59.60

54.75

51.82

48.19

40.95

35.17

32.58

34.27

24.87

18.60

12.31

10.00

9.07

9.32

11.52

11.10

8.63

5.34

3.36

2.00

1.00

̶

年金の累計額
（平均）

日本株式
外国株式（ヘッジあり）
日本債券
外国債券（ヘッジなし）
外国債券（ヘッジあり）

●　　　　のモデルポートフォリオと同様の5つの資産の主要指標、およびそれらを組み合わせたモデルポートフォリオ（主要
指標の複合ベンチマーク）の推移を1987年12月末日を100とした各月末数値（指数）で図表化したものです。
ご参考1


